
宮崎市農業委員会だより

問い合わせ先：宮崎市農業委員会事務局／電話０９８５－２１－１７８４④
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・「農業委員会の法律が変わったので・・・」など
の不審電話にご注意！

・農業者年金基金の職員を装った不審電話にご注意！
・行政職員を装った還付金詐欺にご注意！

農業委員
松元 明彦
（大字糸原）
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第３１号

①

①農地利用の一斉調査を行いました！
②農地の適正管理について（お願い）
③研修会を開催します！
④特殊詐欺にご注意!! 、 新農業委員を紹介します

も く じ

１ 農地利用状況調査及び荒廃農地調査について

・「農地利用状況調査」は、農地法の規定により、毎年１回、６月頃を定めて各
地域の農地利用を総点検する活動で、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把
握や違反転用の早期発見等について重点的に取り組むことを目的にしています。
また、これに併せて、「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」も共同で実

施しています。

○Ａ 分 類 ～再生利用を目指す荒廃農地。遊休農地の内、抜根、整地、客土等に
より再生が可能であり、かつ継続した耕作が見込まれる農地。

○Ｂ 分 類 ～再生利用が困難と判断される土地。森林の様相を呈しているなど農
地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合や、その
土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続
して利用することができないと見込まれる農地。

○保全管理～耕作はされていないが、少なくとも１年に１回以上草刈を行うなど
の管理を行っている農地。

２ 調査の判断基準について

３ 遊休農地と判断された場合はどうなるの？

○遊休農地（Ａ分類）と判断された場合
・遊休農地所有者へ、農地利用意向調査を実施します。（９月～１１月頃）

○農地の再生利用が困難（Ｂ分類）と判断された場合
・Ｂ分類を対象に、地区毎に非農地判断調査を実施します。（１２月頃）
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②

農業従事者の高齢化や担い手不足などの理由で、

今後、耕作されない農地が増加するおそれがあります。

遊休農地が増えてしまうと、病害虫が発生する等、

周辺農地への悪い影響や農村景観の悪化が懸念されます。

農地を所有する方は、

責任をもって草刈り、耕うん等の農地管理を行い、

周囲の人に迷惑をかけないよう心がけましょう。

■農地法に、その責務について定めがあります

農地法第２条の２ （農地について権利を有する者の責務）
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、

当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

農業委員会では、遊休農地の発生防止・解消対策として、
●日頃から地域の農地をパトロールし、耕作が滞り、遊休化のおそれがある
農地については、耕作者にお話を伺い、早めの対策を実施
●毎年１回、地域の農地の利用状況を総点検する調査を実施
●遊休化している農地の所有者等を対象に利用意向調査を実施
●意向調査後、意向どおりに利用の増進が図られていない場合は、指導を実施
などの取り組みを行っています。

農地はいったん荒れてしまうと、元に戻すのに多大な労力と費用がかかります。

耕作ができなくなった時は、農地が荒れる前に、早めにご相談ください。

※詳しくは農業委員会事務局、または各地区の農地利用最適化推進委員におたずねください。

新ＪＡ宮崎営農センター
（芳士）

ＪＡ南宮崎営農センター
（清武町加納）
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平成３０年９月　７日（金）
１９：００～

平成３０年９月　６日（木）
１９：００～

日　　時 場　　所 対象地区

田野総合福祉館
（田野）

住吉・大宮・檍・北・
大淀・生目・佐土原など

田野・高岡など

赤江・木花・青島・
清武など

平成３０年９月１０日（月）
１９：００～

③

テーマ：「農業経営に関わる税金等について」

（贈与税・相続税・家族経営協定など）

経営改善に向けて避けて通れない問題です！

この機会に是非ご来場ください。

＜家族経営協定とは・・・？＞

家族経営協定とは、家族で取り組む農業経営について、営農の方針や家族一人ひ

とりの役割、就業条件・就業環境について、家族みんなで話し合いながら取り決め

るものです。

＜協定締結のメリットは・・・？＞

①農業者年金保険料の国庫補助（政策支援）

②農業改良資金、農業近代化資金等の借り入れ

③認定農業者の共同申請が可能となり、農地のあっせんが受けられる・・・など

＜お問い合わせ先＞

宮崎市農業委員会事務局 総務係

ＴＥＬ：０９８５－２１－１７８４

ＦＡＸ：０９８５－２０－１５６５

＜平成３０年度 開催場所・日程＞


